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★志度図書館の行事
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(初日は13時～、最終日は16時まで）
※主催者により変動あり
毎週月曜日

http://ew.sanuki.ne.jp/tenjikan/

sangawa_21th@yahoo.co.jp

21世紀館さんがわ　☎（0879）43－0780
生 涯 学 習 課　☎（0879）42－3107

【3月の催しもの（作品展示）のご案内】  

＜21世紀館さんがわ＞＜21世紀館さんがわ＞

寒川町石田東（寒川支所南側）

◎開館時間、休館日は変更する場合があります。
◎展示作品を募集しています。ご希望の方は、上記施設または生涯学習課
　までお問い合わせください。

第14回
さぬき市水墨・墨彩画展

3月7日（火）～3月19日（日）

津田絵画教室作品展

さぬき市を拠点に活動する水
墨画・墨彩画教室による作品
展です。

過去の作品から現在の作品に
至るまで、油彩画・水彩画の個性
豊かな作品を展示致します。

2月28日（火）～3月5日（日）

華松会書展

3月29日（水）～4月2日（日）

フォトさぬき　写真展

津田町で漢字・調和体を中心に
指導されている、上總小華氏の
教室展です。

当館にて初、「フォトさぬき　写
真展」です。９名の会員さん達
のベストショットの数々が展示さ
れます。

3月21日（火）～3月26日(日）

観 覧 料 無料

★休館日のお知らせ　

  2月20日（月）・27日（月）・28日（火・月末休館日）
  3月  6日（月）・13日（月）・21日（火）・27日（月）
    　31日（金・月末休館日）

○おはなし会 2月25日（土）10：30～
3月  4日（土）10：30～
3月25日（土）10：30～

○おはなし会 2月18日（土）14：00～
3月18日（土）14：00～

3月  9日（木）11：00～

★寒川図書館の行事

○赤ちゃんのおはなし会

著者は、さぬき市志度在住の郷土作家であり、本書は作者のハンセン病啓発活動への想いがひしひしと伝わっ
てくる随筆であります。大島青松園の入所者の方々や園との繋がりのある方へのインタビュー記事、過去のハン
セン病に関する文献の丹念な調査、大島臨海学校へのボランティアとしての参加体験等の回想で構成されてい
ます。「風が泣いている島」ではなく、「ほの温かい風が吹いている島」になってほしいという願いを込めて綴って
います。

詩人の塔和子さんが亡くなられてはや3年が過ぎました。理不尽な運命に翻弄されながらも、懸命に生きる、
彼女の詩はまさに魂の叫びでした。辛く苦しいことの多かっただろうその人生の中でも、詩という手段があった
彼女は、まだ幸せだったのかもしれないと、この著書を読んであらためて思いました。昨年の瀬戸内国際芸術祭
の開催で、大島へ渡った人も多数いたことでしょう。ハンセン病への理解がさらに広がっていくことを願います。

『風が泣く島』　松木　みどり著（さぬき市志度在住）

○本の寄贈について
　ベストセラーや人気の本など、読み終わった本がありましたら、さぬき市図書館にご寄贈ください。さぬき
市や香川県に関する本も貴重な郷土資料となります。なお、発行から5年以上たったもの、すでに所蔵している
ものなど、本によっては受け付けできないものもあります。詳しくは、各図書館にお問い合わせください。

http://www.library.city.sanuki.kagawa.jp/index.html

【問】志度図書館　☎（087）814－2678
寒川図書館　☎（0879）43－6930

開館時間　10：00～18：00

http://www.library.city.sanuki.kagawa.jp/mobile.htmlホームページ（PC） ホームページ（携帯）

　今月は、2回目の「親子で成長　お手伝いのコツ」(講師：さぬき市子育て支援課
小峯里香　管理栄養士）について紹介します。

　子どもは本来、手伝いが大好きです。子どもの手伝いたいという
気持ちは、意欲の表れであり成長の証です。子どもの手伝いは遊
びの延長線上にあると考え、手伝いをすることが楽しいと思える
と進んでするようになります。手伝いの経験は、それ以外の場面に
も発揮され、自信を持って積極的に取り組めるようになります。手伝いは家庭教
育の一つであり、料理はその代表的なものです。

「UP・PUトークセッション２」から 親子で成長　お手伝いのコツ
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「部落差別の解消の
推進に関する法律」
が施行されました
平成28年12月16日、「部落差別

の解消の推進に関する法律」が公
布、施行されました。

部落差別とは、同和地区などと呼
ばれる地域の出身であることや、そ
こに住んでいるということだけで、
日常のさまざまな場面で差別を受
けたりするような人権問題です。

インターネット上の差別など新た
な状況をふまえて、この法律は、現
在もなお部落差別が存在するとの
認識を示したうえ、全ての国民の基
本的人権の享有を保障する憲法の
理念にのっとり、部落差別のない社
会を実現することを目的として施
行されました。

さぬき市ではこの法律の趣旨を
ふまえ、国や県との連携を図り、部
落差別の解決のため引き続き取り
組んでまいります。

皆さまの一層のご理解とご協力
をお願いいたします。

なお、法律の内容については、市
ホームページをご参照ください。

【問】人権推進課
　　☎（087）894-9088

1 手伝いをしたことで感謝されると、人の役に立てるうれしさが
実感できる。また、手伝いの達成感が自信につながり、自主的に行
動できるようになる。
2 どうすれば早く・うまくできるかを考え、工夫するようになる。
3 家族の一員としての役割を与えられることで、責任感が芽生える。
4 日頃から手伝いをしていると、どこででも自然に、さっと行動に移せる。
5 親子が一緒にすることで一体感が生まれ、コミュニケーションが深まる。

1 「まっ、いいか」と思う。
　　子どもの手伝いは、汚されて当然、散らかって当然、手助けになら

なくて当然、「まっ、いいか」と思うようにする。親がそう思えない状
態にある時は、手伝いをしてもらわない方が良い。
2 違うことに目を向けさせる、あるいは、中断することも大事である。
 子どもは何でもしたい、何でもできると思っているのでやりたがる。しかし、親がイ

ライラして怒ってしまいそうになる時は、子どものやる気を損なわないように後回し
にしたり、中断したりすることも必要である。

 ⇒　おとなに時間と気持ちの余裕がある時を選ぶ。
3 できることからやらせて習慣づける。
 ⇒　最初の「手伝い」は、必ず成功して終えることができるものを選ぶ。
 ⇒　「手伝ってくれたから美味しくなったね」などと声をかけ、役に立っ
 　たことを認め褒める。

子どもにお手伝いをさせるコツ

お 手 伝 い の 効 果

New Artists Recital Vol.25

リトルナーレ
ピアノ三重奏団

ピアノ：波多　翼
ヴァイオリン：波馬朝光
チェロ：波多和馬

日　時 平成29年 4月23日（日） 
 開演14時（開場13時30分）

会　場 志度音楽ホール

料　金 全席自由1,000円

プログラム
　ボッケリーニ/ 
　　　ピアノトリオのためのソナタ第3番
  変ホ長調 G.145
　ベートーヴェン/
　　　ピアノ三重奏曲第5番 ニ長調
  作品70-1「幽霊」
　メンデルスゾーン/ 
　　　ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 作品49

販売所　さぬき市内各支所
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